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市では、市内の公園や緑地・広場を、市の人口や財政状況などを考慮して適正な配置に見直

し、さらなる魅力向上を計画しています。地域ごとに公園の状況や今後のあり方などをお話し

する懇談会を実施します。

お住まいの地域以外の懇談会に出席することも可能です。ぜひご出席いただき、皆さんの公

園に対する考えをお聞かせください。

※公園などに関するアンケートも実施していますので、届いた方は回答にご協力ください。

⑨ 市内の公園などに関する地域懇談会を実施します
問 都市計画課(内線 588)

地区 日時 場所 対象

笠間
11月 24 日（日）

午前 10時

笠間

公民館

池野辺、大橋、福田、飯田、大渕、金井、石寺、日沢、

寺崎、日草場、笠間、赤坂、下市毛、来栖、箱田、石井、

大郷戸、片庭、箱田大郷戸、箱田大郷戸片庭

友部

岩間

11月 27 日（水）

午後 7時
岩間支所

随分附、柏井、仁古田、長兎路、長兎路仁古田入会地、

湯崎、住吉、安居、押辺、土師

笠間
11月 28 日（木）

午後 7時

笠間

公民館
稲田、福原、本戸、北吉原、南吉原、上加賀田、飯合、手越

岩間
11月 30 日（土）

午前 10時
岩間支所 上郷、下郷、泉、吉岡、市野谷、福島、泉市野谷入会地

友部
11月 30 日（土）

午後 2時

市役所

本所

上市原、小原、中市原、下市原、南友部、鴻巣、五平、平町、

下加賀田、橋爪、南小泉、矢野下、鯉淵、大古山、旭町、

大田町、友部駅前、東平 1～4丁目、八雲 1・2丁目、

中央 1～4丁目、美原 1～4丁目

市では特定外来生物「アライグマ」の駆除や、「ハクビシン」など有害鳥獣による農作物への被

害に対し、次のような対応を行っています。

⑩ アライグマやハクビシンによる被害をご相談ください
問 農作物への被害：農政課(内線 527) 農作物への被害以外：環境政策課(内線 126)

アライグマ ハクビシン

農作物への

被害

笠間市鳥獣被害対策実施隊に依頼し、鳥獣の捕獲を行っています。

費用負担はありません。

農作物への

被害以外

市から委託業者に駆除を依頼します。

費用負担はありません。

※屋根裏など屋内への罠の設置は、

相談者と業者の直接契約となり、

駆除費用は個人負担となります。

アライグマ以外の鳥獣による農業被害以外

の対応は市では行っていませんが、被害の

実情に応じ駆除業者の案内を行っていま

す。駆除業者に駆除を依頼した場合の費用

は、個人負担となります。

いざという時、地域との強い「絆」が役に立つ「行政区」

に加入しましょう


